
（令和３年度以降）

年 月 日

：

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

）

名 称 ：

代 表 者 の 職 ・ 氏 名

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

長 崎 県 知 事　様

令和

届出者

主 た る 事 務 所
の 所 在 地 ：

　このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

事業所番号

事 業 所 （ 施 設 ）
の 所 在 地

郵便番号（

主 た る 事 業 所
（ 施 設 ） の 名 称

届け出る事業所の事業の種
類及び同一所在地において
行 う 事 業 等 の 種 類 等

実施
事業

異動等の区分 異動年月日

介
　
　
　
　
護
　
　
　
　
給
　
　
　
　
付

居 宅 介 護 年 月 日１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

年 月 日重 度 訪 問 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

同 行 援 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

行 動 援 護 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日療 養 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

生 活 介 護 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

短 期 入 所 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日重度障害者等包括支援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

施 設 入 所 支 援 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

訓

練

等

給

付

自立訓練（機能訓練）

令和 年 月

年 月 日１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

年 月 日宿 泊 型 自 立 訓 練 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

自立訓練（生活訓練） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

就 労 移 行 支 援 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日就労継続支援（Ａ型） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

就労継続支援（Ｂ型） １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

就 労 定 着 支 援 １ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日自 立 生 活 援 助 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和

共 同 生 活 援 助 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了 日

地 域 相 談 支 援
( 地 域 移 行 支 援 ）

１ 新規

令和 年 月

月 日２ 変更 ３ 終了 令和 年

年 月 日地 域 相 談 支 援
( 地 域 定 着 支 援 ）

１ 新規 ２ 変更 ３ 終了 令和



　　１．一級地　２．二級地　３．三級地　４．四級地　５．五級地
　　６．六級地　７．七級地　２０．その他

居宅介護

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

各サービス共通 地域区分

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【R6.4～5用】

提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

特定事業所（経過措置対象）（※11） 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

特定事業所 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 １．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） １．なし　　２．あり

重度訪問介護

身体拘束廃止未実施

情報公表未報告

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

１．なし　　２．あり

特定事業所 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

特定事業所 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

同行援護

身体拘束廃止未実施

情報公表未報告

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

行動援護
福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

特定事業所 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

特定事業所（経過措置対象）（※11） 　１．非該当　　２．該当

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

療養介護

１．40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上

１．Ⅰ型
２．Ⅱ型
３．Ⅲ型
４．Ⅳ型
５．Ⅴ型

身体拘束廃止未実施

情報公表未報告

職員欠如

人員配置体制

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

特例対象（※5） 　１．なし　　２．あり

定員超過 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

介
護
給
付
費

　１．なし　　２．あり

大規模事業所 　１．なし　　５．定員81人以上

医師配置 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

開所時間減算 　１．なし　　２．あり

開所時間減算区分（※6） １．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

　１．一般　　２．小規模多機能

定員超過 　１．なし　　２．あり

職員欠如 　１．なし　　２．あり

施設区分

サービス管理責任者欠如

短時間利用減算

常勤看護職員等配置 　１．なし　　２．あり

常勤看護職員等配置（看護職員常勤換算員数）（※16） 看護職員常勤換算員数（　　）

　１．なし　　２．あり

人員配置体制 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ　　６．Ⅰ・Ⅲ　　７．Ⅱ・Ⅲ

１．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施

情報公表未報告

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

延長支援体制 　１．なし　　２．あり

重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制 　１．なし　　２．あり

リハビリテーション加算 　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

重度障害者支援Ⅰ体制 　１．なし　　２．あり

入浴支援体制 　１．なし　　２．あり

栄養改善体制 　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制 　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制（就労定着者数） 就労定着者数（　　）

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

送迎体制（重度） 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

中核的人材配置体制 　１．なし　　２．あり

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

サービス管理責任者配置等（※7） 　１．なし　　２．あり

生活介護

４．81人以上
５．20人以下
６．21人以上30人以下
７．31人以上40人以下
８．41人以上50人以下
９．51人以上60人以下
１０．61人以上70人以
下
１１．71人以上80人以
下

４．81人以上
６．21人以上30人以下
７．31人以上40人以下
８．41人以上50人以下
９．51人以上60人以下
１０．61人以上70人以
下
１１．71人以上80人以
下
１２．5人以下
１３．6人以上10人以
下
１４．11人以上20人以
下

１．Ⅱ型(1.7:1)
２．Ⅲ型(2:1)
３．Ⅳ型(2.5:1)
４．Ⅴ型(3:1)
５．Ⅵ型(3.5:1)
６．Ⅶ型(4:1)
７．Ⅷ型(4.5:1)
８．Ⅸ型(5:1)
９．Ⅹ型(5.5:1)
10．Ⅺ型(6:1)
11．Ⅰ型(1.5:1)



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

短期入所

施設区分 　１．福祉型　　２．医療型　　３．福祉型（強化）

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

大規模減算 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

定員超過 　１．なし　　２．あり

職員欠如 　１．なし　　２．あり

医療連携体制加算（Ⅸ） 　１．なし　　２．あり

栄養士配置 １．なし　　２．その他栄養士　　３．常勤栄養士　　４．常勤管理栄養士

重度障害者支援加算（強度行動障害） 　１．なし　　２．あり

単独型加算 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

常勤看護職員等配置 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

日中活動支援体制 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

中核的人材配置体制 　１．なし　　２．あり

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

福祉専門職員配置等（※7） 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　２．あり

地域生活移行個別支援 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

重度障害者等包括支援

身体拘束廃止未実施

情報公表未報告

精神障害者地域移行体制

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象

指定管理者制度適用区分

施設入所支援

１．40人以下
４．81人以上
５．41人以上50人以下
６．51人以上60人以下
７．61人以上70人以下
８．71人以上80人以下

１．40人以下
４．81人以上
５．41人以上50人以下
６．51人以上60人以下
７．61人以上70人以下
８．71人以上80人以下

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

　１．なし　　２．あり

強度行動障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

栄養士配置減算対象 １．なし　　２．非常勤栄養士　　３．栄養士未配置

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

定員超過 　１．なし　　２．あり

職員欠如 　１．なし　　２．あり

　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

夜勤職員配置体制 　１．なし　　２．あり

重度障害者支援Ⅰ体制 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

地域移行等意向確認体制未整備（※12） 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

夜間看護体制（看護職員配置数）（※14） １を超えて配置した看護職員配置数（　　）

地域生活移行個別支援 　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

夜間看護体制 １．なし　　２．あり

重度障害者支援Ⅰ体制（重度） 　１．なし　　２．あり

重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

口腔衛生管理体制 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

中核的人材配置体制 　１．なし　　２．あり

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

地域移行支援体制（定員減少数） 定員減少数（　　）

障害者支援施設等感染対策向上体制 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅰ・Ⅱ

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

地域移行支援体制 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

視覚障害機能訓練専門職員配置 　１．なし　　２．あり

定員超過 　１．なし　　２．あり

施設区分 １．機能訓練　　２．生活訓練　　３．生活訓練（宿泊型）

訪問訓練 　１．なし　　２．あり

自立訓練

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

標準期間超過 　１　なし　　２　あり

身体拘束廃止未実施（※13） １．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

職員欠如 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如 　１．なし　　２．あり

リハビリテーション加算 　１．なし　　２．あり

個別計画訓練支援加算 　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

地域移行支援体制強化 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

精神障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

強度行動障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

通勤者生活支援 　１．なし　　２．あり

地域生活移行個別支援 　１．なし　　２．あり

短期滞在 　１．なし　　２．宿直体制　　３．夜勤体制

精神障害者退院支援施設 　１．なし　　２．宿直体制　　３．夜勤体制

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制 　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

夜間支援等体制
　　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ・Ⅱ　　６．Ⅰ・Ⅲ
　　７．Ⅱ・Ⅲ　　８．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

看護職員配置 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制（就労定着者数） 就労定着者数（　　）

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

サービス管理責任者配置等（※7） 　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

ピアサポート実施加算 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

就労移行支援

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

標準期間超過 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 １．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

職員欠如 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如 　１．なし　　２．あり

施設区分 　１．一般型　　２．資格取得型

就労定着率区分（※8）

　１．就職後６月以上定着率が５割以上
　２．就職後６月以上定着率が４割以上５割未満
　３．就職後６月以上定着率が３割以上４割未満
　４．就職後６月以上定着率が２割以上３割未満
　５．就職後６月以上定着率が１割以上２割未満
　６．就職後６月以上定着率が０割超１割未満
　７．就職後６月以上定着率が０
　８．なし（経過措置対象）

定員超過 　１．なし　　２．あり

就労支援関係研修修了 　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

移行準備支援体制 　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

精神障害者退院支援施設 　１．なし　　２．宿直体制　　３．夜勤体制

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

定員超過 　１．なし　　２．あり

職員欠如 　１．なし　　２．あり

就労継続支援Ａ型

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．Ⅰ型(7.5:1)
２．Ⅱ型(10:1)

評価点区分（※8）

　１．評価点が170点以上の場合
　２．評価点が150点以上170点未満の場合
　３．評価点が130点以上150点未満の場合
　４．評価点が105点以上130点未満の場合
　５．評価点が80点以上105点未満の場合
　６．評価点が60点以上80点未満の場合
　７．評価点が60点未満の場合
　８．なし（経過措置対象）

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 １．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如 　１．なし　　２．あり

自己評価結果等未公表減算 　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制（就労定着者数） 就労定着者数（　　）

賃金向上達成指導員配置 　１．なし　　２．あり

重度者支援体制 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

就労移行支援体制 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

就労継続A型利用者負担減免 　１．なし　　２．減額（　　　　円）　　３．免除

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

訓
練
等
給
付

　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 １．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

　１．平均工賃月額が４万５千円以上
　２．平均工賃月額が３万５千円以上４万５千円未満
　３．平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満
　４．平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満
　５．平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満
　６．平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満
　７．平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満
　８．なし（経過措置対象）
　９．平均工賃月額が１万円未満
　１０．なし（生産活動等への支援実施対象）

定員超過 　１．なし　　２．あり

職員欠如 　１．なし　　２．あり

就労継続支援Ｂ型

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．Ⅱ型(7.5:1)
２．Ⅲ型(10:1)
３．Ⅰ型(6:1)

平均工賃月額区分（※8）

サービス管理責任者欠如

業務継続計画未策定

視覚・聴覚等支援体制

就労移行支援体制（就労定着者数） 就労定着者数（　　）

目標工賃達成指導員配置 　１．なし　　２．あり

目標工賃達成加算対象 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

重度者支援体制 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

就労移行支援体制 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

ピアサポート実施加算 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

支援体制構築未実施 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

　１．利用者数が20人以下　　２．利用者数が21人以上40人以下　　３．利用者数が41人以上

就労定着率区分

　１．就労定着率が９割５分以上
　２．就労定着率が９割以上９割５分未満
　３．就労定着率が８割以上９割未満
　４．就労定着率が７割以上８割未満
　５．就労定着率が５割以上７割未満
　６．就労定着率が３割以上５割未満
　７．就労定着率が３割未満

職員欠如 　１．なし　　２．あり

就労定着支援

就労定着支援利用者数

サービス管理責任者欠如

業務継続計画未策定（※17）

職場適応援助者養成研修修了者配置体制

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

就労定着実績 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

標準期間超過 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

自立生活援助
１．30:1未満
２．30:1以上

サービス管理責任者欠如

業務継続計画未策定（※17）

居住支援連携体制

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象

ピアサポート体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等機能強化体制 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

１．介護サービス包括型　２．外部サービス利用型　３．日中サービス支援型

大規模住居（※9）
１．なし　　２．定員8人以上　　３．定員21人以上
４．定員21人以上（一体的な運営が行われている場合）

職員欠如 　１．なし　　２．あり

施設区分

サービス管理責任者欠如

業務継続計画未策定

地域生活移行個別支援 　１．なし　　２．あり

精神障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

１．なし　　２．Ⅳ　　３．Ⅴ　　４．Ⅵ　　５．Ⅳ・Ⅴ
６．Ⅳ・Ⅵ　　７．Ⅴ・Ⅵ　　８．Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

夜勤職員加配体制 　１．なし　　２．あり

重度障害者支援職員配置（※10） 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

看護職員配置体制 　１．なし　　２．あり

夜間支援等体制
　　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ・Ⅱ　　６．Ⅰ・Ⅲ
　　７．Ⅱ・Ⅲ　　８．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

視覚・聴覚等支援体制

夜間支援等体制加算Ⅰ加配職員体制

医療的ケア対応支援体制 　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制 　１．非該当　　２．該当

医療連携体制加算（Ⅶ） 　１．なし　　２．あり

通勤者生活支援 　１．なし　　２．あり

強度行動障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

強度行動障害者体験利用加算職員配置 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算対象 　１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※3）
  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

福祉・介護職員処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象 　１．なし　　２．あり

移行支援住居体制（自立生活支援加算（Ⅲ）） 　１．なし　　２．あり

人員配置体制 　１．なし　　２．7.5:1　　３．12:1　　４．20:1　　５．30:1

障害者支援施設等感染対策向上体制 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅰ・Ⅱ

中核的人材配置体制 　１．なし　　２．あり

ピアサポート実施加算 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分（※4） 　１．Ⅰ　　２．Ⅱ

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

共同生活援助

１．6:1
２．10:1
３．旧Ⅰ型
４．旧Ⅱ型
１１．旧日中支援
Ⅰ型
１２．旧日中支援
Ⅱ型
１３．5:1



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

※１

※２ 「人員配置区分」欄には、報酬算定上の区分を設定する。

※３ 「キャリアパス区分」欄は、福祉・介護職員処遇改善加算対象が「２．あり」の場合に設定する。

※４

　１．Ⅱ　　２．Ⅲ　　３．Ⅰ

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

地
域
相
談
支
援

地域移行支援

施設区分

地域生活支援拠点等機能強化体制 　１．なし　　２．あり

地域定着支援

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

ピアサポート体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等機能強化体制 　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制 　１．非該当　　２．該当

ピアサポート体制 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※17） 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

相談支援機能強化型体制 １．なし　２．Ⅱ　４．Ⅰ　５．Ⅲ　６．Ⅳ

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

相
談
支
援

計画相談支援

ピアサポート体制 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

精神障害者支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

主任相談支援専門員配置 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

行動障害支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

要医療児者支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

高次脳機能障害支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

多機能型事業所または複数の単位でサービス提供している事業所については、一体的な管理による複数サービス種類の利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定することとなるため、「定員区分」に
は利用定員の合計数を設定する。
ただし、以下の報酬については、サービス種類毎または単位毎の利用定員に応じた報酬を算定する。
　生活介護・・・人員配置体制加算、常勤看護職員等配置加算、就労移行支援体制加算、生活介護サービス費（「（1）定員5人以下」、「（2）定員6人以上10人以下」の基本報酬）
　施設入所支援・・・夜勤職員配置体制加算、地域移行支援体制加算
　自立訓練（機能訓練・生活訓練）・・・就労移行支援体制加算
　就労継続支援Ａ型・・・重度者支援体制加算、就労移行支援体制加算、賃金向上達成指導員配置加算
　就労継続支援Ｂ型・・・重度者支援体制加算、目標工賃達成指導員配置加算、就労移行支援体制加算

その場合、「多機能型等定員区分（加算）」には、以下の内容を設定する。
　生活介護、施設入所支援、自立訓練（機能訓練・生活訓練）・・・各サービス種類の単位毎の利用定員（生活介護において、主として重症心身障害児者を通わせる事業所の場合のみ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利用定員に応じて「１２．5人以下」、または「１３．6人以上10人以下」を設定する）。
　就労継続支援A型、就労継続支援B型・・・各サービス種類の利用定員。

なお、「定員区分」と「多機能型等定員区分（加算）」が同一の場合、「多機能型等定員区分（加算）」は設定しない。

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分」欄は、福祉・介護職員等特定処遇改善加算対象が「２．あり」の場合に設定する。

地域体制強化共同支援加算対象（※15） 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等機能強化体制 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

※５  18歳以上の障害児施設入所者への対応として、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもって、障害者総合支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置の対象を設定する。

※６ 「開所時間減算区分」欄は、開所時間減算が「２．あり」の場合に設定する。

※７ 「共生型サービス対象区分」欄が「２．該当」の場合に設定する。

※８

※９

※１０

※１１ 居宅介護について、「特定事業所（経過措置）」欄は、特定事業所が「２．Ⅰ」、「４．Ⅲ」、「５．Ⅳ」の場合に設定する。

行動援護について、「特定事業所（経過措置）」欄は、特定事業所が「２．Ⅰ」、「３．Ⅱ」、「４．Ⅲ」、「５．Ⅳ」の場合に設定する。

※１２ 「地域移行等意向確認体制未整備」欄は、令和8年4月1日以降の場合に設定する。

※１３ 施設区分が「３．生活訓練（宿泊型）」の場合、「身体拘束廃止未実施」欄は、「１．なし」、「２．あり」を設定する。また、「２．あり（障害者支援施設以外）」を「２．あり」と読み替える。

※１４

※１５

※１６ 「常勤看護職員等配置（看護職員常勤換算員数）」欄は、小数点以下を切り捨てた人数を設定する。

※１７

「大規模住居」欄の「２．定員8人以上」は、施設区分が「介護サービス包括型」及び「外部サービス利用型」の場合に限る。また、「４．定員21人以上（一体的な運営が行われている場合）」は、施設区分が「介護サー
ビス包括型」及び「日中サービス支援型」の場合に限る。

「重度障害者支援職員配置」欄は、施設区分が「介護サービス包括型」及び「日中サービス支援型」の場合に設定する。

「夜間看護体制（看護職員配置数）」欄は、看護職員１名の配置に加え、さらに１名以上配置している場合、その人数を設定する。
　　例．看護職員配置数が１名の場合、「夜間看護体制（看護職員配置数）」欄は、未設定もしくは「０」を設定する。
　　　　 看護職員配置数が３名の場合、「夜間看護体制（看護職員配置数）」欄は、「２」を設定する。

「地域体制強化共同支援加算対象」欄は、地域生活支援拠点等が「１．非該当」の場合、「１．なし」または「２．あり」を設定する。
地域生活支援拠点等が「２．該当」の場合、「１．なし」を設定する。

以下のサービスについて、「業務継続計画未策定」欄は、令和7年4月1日以降の場合に設定する。
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

就労移行支援について、令和６年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。
就労移行支援（養成）について、指定を受けた日から3年（修業年限が5年の場合は5年）を経過しない既存事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。
就労継続支援Ａ型について、指定を受けた日から1年を経過しない事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。
就労継続支援Ｂ型について、指定を受けた日から1年を経過しない事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。



情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 １．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16）

特定事業所

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

特定事業所（経過措置対象）（※9） 　１．非該当　　２．該当居宅介護

地域生活支援拠点等

虐待防止措置未実施

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

特定事業所

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【R6.6以降用】

提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

特定事業所

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

地域区分

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

身体拘束廃止未実施

身体拘束廃止未実施

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施

　１．非該当　　２．該当

各サービス共通

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 １．なし　　２．あり

　　１．一級地　２．二級地　３．三級地　４．四級地　５．五級地
　　６．六級地　７．七級地　２０．その他

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等

業務継続計画未策定（※15）

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

同行援護

重度訪問介護

　１．なし　　２．あり

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

特例対象（※5）

業務継続計画未策定

療養介護

１．40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上

１．Ⅰ型
２．Ⅱ型
３．Ⅲ型
４．Ⅳ型
５．Ⅴ型

虐待防止措置未実施

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

　１．非該当　　２．該当

行動援護

身体拘束廃止未実施

　１．なし　　２．ありサービス管理責任者欠如

　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等

職員欠如 　１．なし　　２．あり

人員配置体制 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

　１．非該当　　２．該当

特定事業所

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

定員超過

特定事業所（経過措置対象）（※9）

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

入浴支援体制

就労移行支援体制（就労定着者数） 就労定着者数（　　）

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

共生型サービス対象区分

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

就労移行支援体制 　１．なし　　２．あり

人員配置体制 　１．なし　　２．あり

栄養改善体制 　１．なし　　２．あり

開所時間減算区分（※4） １．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制

短時間利用減算

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

常勤看護職員等配置 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者配置等（※5）

高次脳機能障害者支援体制

地域生活支援拠点等

虐待防止措置未実施

情報公表未報告

４．81人以上
５．20人以下
６．21人以上30人以下
７．31人以上40人以下
８．41人以上50人以下
９．51人以上60人以下
１０．61人以上70人以
下
１１．71人以上80人以
下

４．81人以上
６．21人以上30人以下
７．31人以上40人以下
８．41人以上50人以下
９．51人以上60人以下
１０．61人以上70人以
下
１１．71人以上80人以
下
１２．5人以下
１３．6人以上10人以
下
１４．11人以上20人以
下

１．Ⅱ型(1.7:1)
２．Ⅲ型(2:1)
３．Ⅳ型(2.5:1)
４．Ⅴ型(3:1)
５．Ⅵ型(3.5:1)
６．Ⅶ型(4:1)
７．Ⅷ型(4.5:1)
８．Ⅸ型(5:1)
９．Ⅹ型(5.5:1)
10．Ⅺ型(6:1)
11．Ⅰ型(1.5:1)

施設区分

送迎体制

中核的人材配置体制

定員超過

重度障害者支援Ⅰ体制

大規模事業所

常勤看護職員等配置（看護職員常勤換算員数）（※14） 看護職員常勤換算員数（　　）

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ　　６．Ⅰ・Ⅲ　　７．Ⅱ・Ⅲ

医師配置

サービス管理責任者欠如

職員欠如 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．一般　　２．小規模多機能

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　５．定員81人以上

福祉専門職員配置等

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16 ※18）

指定管理者制度適用区分 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

開所時間減算 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

延長支援体制 　１．なし　　２．あり

送迎体制（重度） 　１．なし　　２．あり

リハビリテーション加算 　１．なし　　２．あり

生活介護

１．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

介
護
給
付
費

視覚・聴覚等支援体制

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17 ※19）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

身体拘束廃止未実施

　１．非該当　　２．該当



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

中核的人材配置体制 　１．なし　　２．あり

食事提供体制

福祉専門職員配置等（※5）

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり日中活動支援体制

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

重度障害者支援加算（強度行動障害）

身体拘束廃止未実施

常勤看護職員等配置

１．なし　　２．その他栄養士　　３．常勤栄養士　　４．常勤管理栄養士

定員超過

　１．なし　　２．あり

大規模減算

　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告

栄養士配置

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

施設区分 　１．福祉型　　２．医療型　　３．福祉型（強化）

職員欠如

指定管理者制度適用区分

共生型サービス対象区分

地域生活支援拠点等

　１．なし　　２．あり

医療連携体制加算（Ⅸ） 　１．なし　　２．あり

単独型加算

短期入所

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

　１．なし　　２．あり

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　５．Ｖ（５）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）
１０．Ｖ（１０）　　１１．Ｖ（１１）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

　１．非該当　　２．該当

　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分

地域移行支援体制

中核的人材配置体制 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

　１．非該当　　２．該当指定管理者制度適用区分

　１．なし　　２．あり

口腔衛生管理体制

　１．非該当　　２．該当

障害者支援施設等感染対策向上体制

定員超過

夜勤職員配置体制

　１．なし　　２．あり

　１．非該当　　２．該当

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

重度障害者支援Ⅰ体制（重度）

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

重度障害者支援Ⅰ体制

重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制

地域生活移行個別支援

　１．なし　　２．あり

栄養士配置減算対象 １．なし　　２．非常勤栄養士　　３．栄養士未配置

　１．なし　　２．あり

高次脳機能障害者支援体制

地域生活支援拠点等

施設入所支援

　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

夜間看護体制

地域移行等意向確認体制未整備（※10）

情報公表未報告

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

精神障害者地域移行体制

　１．なし　　２．あり

重度障害者等包括支援 　１．なし　　２．あり

１．40人以下
４．81人以上
５．41人以上50人以下
６．51人以上60人以下
７．61人以上70人以下
８．71人以上80人以下

１．40人以下
４．81人以上
５．41人以上50人以下
６．51人以上60人以下
７．61人以上70人以下
８．71人以上80人以下

職員欠如

１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施

強度行動障害者地域移行体制

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施

地域生活移行個別支援

送迎体制

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16）

定員減少数（　　）

　１．なし　　２．あり

地域移行支援体制（定員減少数）

夜間看護体制（看護職員配置数）（※12）

情報公表未報告

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　５．Ｖ（５）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）
１０．Ｖ（１０）　　１１．Ｖ（１１）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

１．なし　　２．Ⅰ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）
１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　５．Ｖ（５）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）
１０．Ｖ（１０）　　１１．Ｖ（１１）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

１を超えて配置した看護職員配置数（　　）

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅰ・Ⅱ

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　１．なし　　２．あり

強度行動障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

精神障害者地域移行体制 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者配置等（※5）

　１．なし　　２．宿直体制　　３．夜勤体制

地域移行支援体制強化 　１．なし　　２．あり

リハビリテーション加算

短期滞在

　１．なし　　２．あり

個別計画訓練支援加算

職員欠如 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

サービス管理責任者欠如

視覚・聴覚等支援体制

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

訪問訓練

　１．なし　　２．あり

ピアサポート実施加算 　１．なし　　２．あり

　１．非該当　　２．該当

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

　　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ・Ⅱ　　６．Ⅰ・Ⅲ
　　７．Ⅱ・Ⅲ　　８．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

夜間支援等体制

就労移行支援体制（就労定着者数）

就労移行支援体制

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

就労定着者数（　　）

　１．なし　　２．あり

高次脳機能障害者支援体制 　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16 ※18） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17 ※19）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

自立訓練

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

視覚障害機能訓練専門職員配置 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施（※11） １．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

１．機能訓練　　２．生活訓練　　３．生活訓練（宿泊型）

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等

施設区分

定員超過 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

精神障害者退院支援施設 　１．なし　　２．宿直体制　　３．夜勤体制

通勤者生活支援 　１．なし　　２．あり

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

標準期間超過

地域生活移行個別支援

　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分

看護職員配置 　１．なし　　２．あり

送迎体制



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等

　１．なし　　２．あり虐待防止措置未実施

就労定着率区分（※6）

標準期間超過

職員欠如

　１．非該当　　２．該当

就労移行支援

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

高次脳機能障害者支援体制

精神障害者退院支援施設

情報公表未報告

定員超過

　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

指定管理者制度適用区分

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

移行準備支援体制

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

身体拘束廃止未実施 １．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

施設区分 　１．一般型　　２．資格取得型

　１．就職後６月以上定着率が５割以上
　２．就職後６月以上定着率が４割以上５割未満
　３．就職後６月以上定着率が３割以上４割未満
　４．就職後６月以上定着率が２割以上３割未満
　５．就職後６月以上定着率が１割以上２割未満
　６．就職後６月以上定着率が０割超１割未満
　７．就職後６月以上定着率が０
　８．なし（経過措置対象）

就労支援関係研修修了

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16 ※18） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17 ※19）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．宿直体制　　３．夜勤体制



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

食事提供体制 　１．なし　　２．あり

重度者支援体制

　１．なし　　２．あり

就労定着者数（　　）

１．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

地域生活支援拠点等

　１．非該当　　２．該当指定管理者制度適用区分

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17 ※19）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

就労継続支援Ａ型

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

１．Ⅰ型(7.5:1)
２．Ⅱ型(10:1)

賃金向上達成指導員配置

高次脳機能障害者支援体制

サービス管理責任者欠如

　１．非該当　　２．該当

福祉専門職員配置等

送迎体制 　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制 　１．なし　　２．あり

就労移行支援体制（就労定着者数）

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

業務継続計画未策定

自己評価結果等未公表減算 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

定員超過 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

就労継続A型利用者負担減免 　１．なし　　２．減額（　　　　円）　　３．免除

社会生活支援 　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制

身体拘束廃止未実施

評価点区分（※6）

　１．評価点が170点以上の場合
　２．評価点が150点以上170点未満の場合
　３．評価点が130点以上150点未満の場合
　４．評価点が105点以上130点未満の場合
　５．評価点が80点以上105点未満の場合
　６．評価点が60点以上80点未満の場合
　７．評価点が60点未満の場合
　８．なし（経過措置対象）

訓
練
等

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16 ※18）

職員欠如



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

高次脳機能障害者支援体制

就労移行支援体制

　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

　１．なし　　２．あり

職員欠如

定員超過 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

重度者支援体制

目標工賃達成指導員配置

　１．なし　　３．Ⅰ　　４．Ⅱ

ピアサポート実施加算

社会生活支援

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

平均工賃月額区分（※6）

就労継続支援Ｂ型

　１．非該当　　２．該当

指定管理者制度適用区分

視覚・聴覚等支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17 ※19）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

　１．なし　　２．あり

１．なし　２．あり（障害者支援施設以外）　３．あり（障害者支援施設）

食事提供体制

就労定着者数（　　）

送迎体制

情報公表未報告

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

１．21人以上40人以下
２．41人以上60人以下
３．61人以上80人以下
４．81人以上
５．20人以下

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如

業務継続計画未策定

就労移行支援体制（就労定着者数）

福祉専門職員配置等
１．Ⅱ型(7.5:1)
２．Ⅲ型(10:1)
３．Ⅰ型(6:1)

目標工賃達成加算対象 　１．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施

　１．平均工賃月額が４万５千円以上
　２．平均工賃月額が３万５千円以上４万５千円未満
　３．平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満
　４．平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満
　５．平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満
　６．平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満
　７．平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満
　８．なし（経過措置対象）
　９．平均工賃月額が１万円未満
　１０．なし（生産活動等への支援実施対象）

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16 ※18）

地域生活支援拠点等

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

等
給
付



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

就労定着実績 　１．なし　　２．あり

支援体制構築未実施 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如

　１．利用者数が20人以下　　２．利用者数が21人以上40人以下　　３．利用者数が41人以上

　１．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施

業務継続計画未策定（※15）

　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如

自立生活援助
１．30:1未満
２．30:1以上

　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16）

地域生活支援拠点等機能強化体制 　１．なし　　２．あり

就労定着支援利用者数

虐待防止措置未実施

職員欠如

１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

ピアサポート体制

　１．就労定着率が９割５分以上
　２．就労定着率が９割以上９割５分未満
　３．就労定着率が８割以上９割未満
　４．就労定着率が７割以上８割未満
　５．就労定着率が５割以上７割未満
　６．就労定着率が３割以上５割未満
　７．就労定着率が３割未満

就労定着率区分

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

就労定着支援

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

　１．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　５．Ｖ（５）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）
１０．Ｖ（１０）　　１１．Ｖ（１１）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

情報公表未報告

　１．非該当　　２．該当

標準期間超過

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15）



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

ピアサポート実施加算

強度行動障害者体験利用加算職員配置

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告

夜勤職員加配体制

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

強度行動障害者地域移行体制

夜間支援等体制加算Ⅰ加配職員体制

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

精神障害者地域移行体制

夜間支援等体制

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

１．なし　　２．Ⅳ　　３．Ⅴ　　４．Ⅵ　　５．Ⅳ・Ⅴ
６．Ⅳ・Ⅵ　　７．Ⅴ・Ⅵ　　８．Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

視覚・聴覚等支援体制

医療的ケア対応支援体制

看護職員配置体制

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

中核的人材配置体制

指定管理者制度適用区分

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

移行支援住居体制（自立生活支援加算（Ⅲ）） 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如

　１．なし　　２．あり

１．介護サービス包括型　２．外部サービス利用型　３．日中サービス支援型

共同生活援助

通勤者生活支援

高次脳機能障害者支援体制

　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制

虐待防止措置未実施

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

人員配置体制 　１．なし　　２．7.5:1　　３．12:1　　４．20:1　　５．30:1

　１．非該当　　２．該当

重度障害者支援職員配置（※8）

　１．なし　　２．あり

障害者支援施設等感染対策向上体制 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅰ・Ⅱ

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

１．6:1
２．10:1
３．旧Ⅰ型
４．旧Ⅱ型
１１．旧日中支援
Ⅰ型
１２．旧日中支援
Ⅱ型
１３．5:1

施設区分

　　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ・Ⅱ　　６．Ⅰ・Ⅲ
　　７．Ⅱ・Ⅲ　　８．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

大規模住居（※7）
１．なし　　２．定員8人以上　　３．定員21人以上
４．定員21人以上（一体的な運営が行われている場合）

職員欠如

　１．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

地域生活移行個別支援

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

医療連携体制加算（Ⅶ）

福祉専門職員配置等



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

※１

※２ 「人員配置区分」欄には、報酬算定上の区分を設定する。

　１．なし　　２．あり

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15）

地域生活支援拠点等機能強化体制 　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制 　１．非該当　　２．該当

情報公表未報告

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

高次脳機能障害支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

多機能型事業所または複数の単位でサービス提供している事業所については、一体的な管理による複数サービス種類の利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定することとなるため、「定員区
分」には利用定員の合計数を設定する。
ただし、以下の報酬については、サービス種類毎または単位毎の利用定員に応じた報酬を算定する。
　生活介護・・・人員配置体制加算、常勤看護職員等配置加算、就労移行支援体制加算、生活介護サービス費（「（1）定員5人以下」、「（2）定員6人以上10人以下」の基本報酬）
　施設入所支援・・・夜勤職員配置体制加算、地域移行支援体制加算
　自立訓練（機能訓練・生活訓練）・・・就労移行支援体制加算
　就労継続支援Ａ型・・・重度者支援体制加算、就労移行支援体制加算、賃金向上達成指導員配置加算
　就労継続支援Ｂ型・・・重度者支援体制加算、目標工賃達成指導員配置加算、就労移行支援体制加算

その場合、「多機能型等定員区分（加算）」には、以下の内容を設定する。
　生活介護、施設入所支援、自立訓練（機能訓練・生活訓練）・・・各サービス種類の単位毎の利用定員（生活介護において、主として重症心身障害児者を通わせる事業所の場合のみ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利用定員に応じて「１２．5人以下」、または「１３．6人以上10人以下」を設定する）。
　就労継続支援A型、就労継続支援B型・・・各サービス種類の利用定員。

なお、「定員区分」と「多機能型等定員区分（加算）」が同一の場合、「多機能型等定員区分（加算）」は設定しない。

地域定着支援

精神障害者支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

　１．なし　　２．あり

　１．非該当　　２．該当

主任相談支援専門員配置

要医療児者支援体制

１．なし　２．Ⅱ　４．Ⅰ　５．Ⅲ　６．Ⅳ

地域生活支援拠点等機能強化体制

地域体制強化共同支援加算対象（※13） 　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等

行動障害支援体制 　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

ピアサポート体制

地域生活支援拠点等

ピアサポート体制 　１．なし　　２．あり

情報公表未報告

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり地域生活支援拠点等機能強化体制

相談支援機能強化型体制

施設区分 　１．Ⅱ　　２．Ⅲ　　３．Ⅰ

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

居住支援連携体制 　１．非該当　　２．該当

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

地域移行支援
　１．なし　　２．あり

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

相
談
支
援

計画相談支援

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

ピアサポート体制
地
域
相
談
支
援



提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

※３  18歳以上の障害児施設入所者への対応として、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもって、障害者総合支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置の対象を設定する。

※４ 「開所時間減算区分」欄は、開所時間減算が「２．あり」の場合に設定する。

※５ 「共生型サービス対象区分」欄が「２．該当」の場合に設定する。

※６

※７

※８

※９ 居宅介護について、「特定事業所（経過措置）」欄は、特定事業所が「２．Ⅰ」、「４．Ⅲ」、「５．Ⅳ」の場合に設定する。

行動援護について、「特定事業所（経過措置）」欄は、特定事業所が「２．Ⅰ」、「３．Ⅱ」、「４．Ⅲ」、「５．Ⅳ」の場合に設定する。

※１０ 「地域移行等意向確認体制未整備」欄は、令和8年4月1日以降の場合に設定する。

※１１ 施設区分が「３．生活訓練（宿泊型）」の場合、「身体拘束廃止未実施」欄は、「１．なし」、「２．あり」を設定する。また、「２．あり（障害者支援施設以外）」を「２．あり」と読み替える。

※１２

※１３

※１４ 「常勤看護職員等配置（看護職員常勤換算員数）」欄は、小数点以下を切り捨てた人数を設定する。

※１５

※１６

※１７

※１８

※１９

「地域体制強化共同支援加算対象」欄は、地域生活支援拠点等が「１．非該当」の場合、「１．なし」または「２．あり」を設定する。
地域生活支援拠点等が「２．該当」の場合、「１．なし」を設定する。

就労移行支援について、令和６年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。
就労移行支援（養成）について、指定を受けた日から3年（修業年限が5年の場合は5年）を経過しない既存事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。
就労継続支援Ａ型について、指定を受けた日から1年を経過しない事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。
就労継続支援Ｂ型について、指定を受けた日から1年を経過しない事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」を設定する。

「重度障害者支援職員配置」欄は、施設区分が「介護サービス包括型」及び「日中サービス支援型」の場合に設定する。

「大規模住居」欄の「２．定員8人以上」は、施設区分が「介護サービス包括型」及び「外部サービス利用型」の場合に限る。また、「４．定員21人以上（一体的な運営が行われている場合）」は、施設区分が「介護
サービス包括型」及び「日中サービス支援型」の場合に限る。

以下のサービスについて、指定障害者支援施設にて支援を行う場合、「福祉・介護職員等処遇改善加算」欄は「１．なし」、「２．Ⅰ」、「４．Ⅲ」、「５．Ⅳ」、または「６．Ⅴ」を設定する。
　生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労移行支援（養成）、就労継続支援A型、就労継続支援B型

以下のサービスについて、指定障害者支援施設にて支援を行う場合、「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分」欄は「１．Ｖ（１）」、「２．Ｖ（２）」、「５．Ｖ（５）」、「７．Ｖ（７）」、「８．Ｖ（８）」、「１０．Ｖ（１０）」、「１
１．Ｖ（１１）」、「１３．Ｖ（１３）」、または「１４．Ｖ（１４）」を設定する。
　生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労移行支援（養成）、就労継続支援A型、就労継続支援B型

「福祉・介護職員等処遇改善加算対象」欄は、令和7年4月1日以降の場合、「６．Ⅴ」を設定しない。

「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分」欄は、福祉・介護職員等処遇改善加算対象が「６．Ⅴ」の場合に設定する。

以下のサービスについて、「業務継続計画未策定」欄は、令和7年4月1日以降の場合に設定する。
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

「夜間看護体制（看護職員配置数）」欄は、看護職員１名の配置に加え、さらに１名以上配置している場合、その人数を設定する。
　　例．看護職員配置数が１名の場合、「夜間看護体制（看護職員配置数）」欄は、未設定もしくは「０」を設定する。
　　　　 看護職員配置数が３名の場合、「夜間看護体制（看護職員配置数）」欄は、「２」を設定する。



1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

＊

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

定員 　 前年度の平均実利用者数 　 基準上の必要職員数 　

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（　　　年　　　月分）

サービス種類 　 事業所・施設名 　

人員配置区分 該当する体制等

職種 勤務形態 氏名

第１週 第２週 第３週 第４週
4週の
合計

週平均
の勤務
時間

常勤換
算後の
人数

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

（加算分） 0 0.0 0.0

合計 0 0.0 0.0

1週間に当該事業所・施設における常勤職員の勤務すべき時間数 40

0 0.0 0.0

注３　「人員配置区分」欄は、報酬算定上の区分を記載し、「該当する体制等」欄は、（別紙１）「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる体制加算等の
　　内容を記載してください（この際、（別紙１）「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載内容と同様に記載してください。）

注４　「職種」欄は、直接サービス提供職員に係る職種を記載し、「勤務形態」欄は、①常勤・専従、②常勤・兼務、③非常勤・専従、④非常勤・兼務のいずれかを記載
　　するとともに、加算等に係る職員の加配を区分した上、それぞれ1日あたりの勤務時間を記載してください。

注５　算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨ててください。

注６　当該事業所・施設に係る組織体制図を添付してください。

注７　各事業所・施設において私用している勤務割表等（変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表等）により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該
　　業務の勤務時間及び看護職員と介護職員の配置状況（関係する場合）が確認できる場合はその書類をもって添付書類として差し支えありません。

サービス提供時間 0

注１　本表はサービスの種類ごとに作成してください。

注２　＊欄は、当該月の曜日を記入してください。



　　年　　月　　日 提出

就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
（就労移行支援サービス費（Ⅰ））

施設・事業所名

定
員
区
分

就
労
定
着
率
区
分

1 就職後6月以上定着率が5割以上
1 21人以上40人以下 2 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
2 41人以上60人以下 3 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満

5 20人以下 6 就職後6月以上定着率が0割超1割未満

3 61人以上80人以下 4

６月 人 人

就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
4 81人以上 5 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満

7 就職後6月以上定着率が0

人
（　　　年度）（　　　年度）

４月

8 なし（経過措置対象）

５月 人 人
人

前年度 前々年度

人

７月

９月 人

人 人
８月 人 人

％
就労定着率

合計 人 ÷ 合計

前々年度
（　　　年度）

前
年
度
及
び
前
々
年
度
の
就
職
後
6
月
以
上
定
着
者
の
状
況

就職後６月以上定着者数

人

（　　　年度）

利用定員数人
１２月 人 人
１月 人

１０月 人 人
１１月 人 人

２月 人 人 前年度

＝
３月 人 人 人 人



注１　就職後６月以上定着者とは、就労移行支援を受けた後、就労し、就労を継続している期間が６月に達した者（就
労定着者という。）をいい、前年度及び前々年度の実績を記載すること（就労とは企業等と雇用契約に基づく就労をい
い、労働時間等労働条件の内容は問わない。ただし、就労継続支援Ａ型事業所の利用者としての移行は除くこと。）。

注２　平成29年10月１日に就職した者は、平成30年３月31日に６月に達した者となることから、平成29年度の実績に含
まれることとなる。

注３　就労定着率区分「なし（経過措置対象）」は、指定を受けてから２年間を経過していない事業所が選択する。た
だし、２年目の事業所においては、１年目の就労定着者の割合に応じた区分で算定することも可能。

注４　就労定着者の状況は、別添「就労定着者の状況（就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）」を
提出すること。
注５　当該年度の利用定員が年度途中で変更になった場合は、各月の利用定員の合計数を12で除した数を利用定員とす
ること。
　（例）４月から12月までの利用定員20人、１月から３月までの利用定員が30人の場合の利用定員
　　（20人×９月＋30人×３月）÷12月＝22.5人



届出時点の継続状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

別　添 　　　　年　　　月　　　日
就労定着者の状況

（就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）
前年度及び前々年度に
おける就労定着者の数

氏名 就職日（年月日） 就職先事業所名
前年度又は前々年度にお
いて6月に達した日（年月

注１　届出時点の継続状況には、就労が継続している場合には「継続」、離職している場合には「離職」と記入。
注２　行が足りない場合は適宜追加して記入。



　　年　　月　　日 提出

就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
（就労移行支援サービス費（Ⅱ））

施設・事業所名

1 就職後6月以上定着率が5割以上

1

3 61人以上80人以下

21人以上40人以下 2 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満

4 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満

2 41人以上60人以下 3 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満就
労
定
着
率
区
分

5 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満

5 20人以下 6 就職後6月以上定着率が0割超1割未満

7 就職後6月以上定着率が0

8 なし（経過措置対象）

前
年
度
の
就
職
後
6
月
以
上
定
着
者
の
状
況

就職後６月以上定着者数

４月 人
５月

定
員
区
分

人
６月 人

4 81人以上

７月 人
８月 人
９月 人

１０月 人
１１月 人

％

１２月 人
１月 人
２月 人

前年度利用定員 就労定着率
合計 人 ÷ 人
３月 人

＝



注１　就職後６月以上定着者とは、就労移行支援を受けた後、就労し、就労を継続している期間が６月に達した者（就労
　　定着者という。）をいい、前年度の実績を記載すること（就労とは企業等と雇用契約に基づく就労をいい、労働時間
    等労働条件の内容は問わない。ただし、就労継続支援Ａ型事業所の利用者としての移行は除くこと。）。
注２　平成29年10月１日に就職した者は、平成30年３月31日に６月に達した者となることから、平成29年度の実績に含ま
　　れることとなる。
注３　就労定着率区分「なし（経過措置対象）」は、指定を受けてから３年間（就業年限が５年の場合は５年間）を経過
　　していない事業所が選択する。
注４　就労定着者の状況は、別添「就労定着者の状況（就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）」を提
　　出すること。
注５　前年度の利用定員は、当該前年度における最終学年の生徒の定員数を記載すること。



届出時点の継続状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

別　添 　　　　年　　　月　　　日
就労定着者の状況

（就労移行支援（養成）に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）
前年度における
就労定着者の数

氏名 就職日（年月日） 就職先事業所名
前年度において

6月に達した日（年月

注１　届出時点の継続状況には、就労が継続している場合には「継続」、離職している場合には「離職」と記入。
注２　行が足りない場合は適宜追加して記入。



1 21人以上40人以下
2 41人以上60人以下
3 61人以上80人以下
4 81人以上
5 20人以下

1 評価点が170点以上
2 評価点が150点以上170点未満
3 評価点が130点以上150点未満
4 評価点が105点以上130点未満
5 評価点が80点以上105点未満
6 評価点が60点以上80点未満
7 評価点が60点未満
8 なし（経過措置対象）

（公表場所）

（ＵＲＬ）

定員区分

　　年　　月　　日

就労継続支援Ａ型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

事業所名

人員配置区分 １．　Ⅰ型（7.5：1）　　　　　　２．　Ⅱ型（10：1）

評価点区分

評価点の公表

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
利

用

そ
の
他

注１　厚生労働大臣が定める事項及び評価方法（令和３年厚生労働省告示第88号）に基づき評価点を算出すること。
　　なお、別添「就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（全体）」も併せて提出すること。
注２　評価点区分「なし（経過措置対象）」は、指定を受けてから１年度間を経過していない事業所が選択する。
注３　評価点の公表については、インターネットを利用した公表方法の場合は、公表場所と当該公表場所のURL等を、
　　その他の方法による場合は、その公表方法を記載すること。
　　　なお、公表していない場合は、減算となるので留意すること。



年 月 日

　

　

点

0 点

点 （※）８項目の合計点に応じた点数 （注2）5以上:15点、4～3：5点、2点以下：0点

　 点

1事例以上ある場合:10点

　

③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

点

期限内に提出していない場合:-50点

⑤短時間勤務に係る労働条件

⑥時差出勤制度に係る労働条件

点

1事例以上ある場合:10点

　

0 点
（※）８項目の合計点に応じた点数 （注1）5以上:15点、4～3：5点、2点以下：0点

点数

労働時間 5点 20点 30点 40点 55点 65点 80点 90点

生産活動 ⁻20点 ⁻10点 20点 40点 50点 60点 合計

多様な働き方 0点 5点 15点

支援力向上 0点 5点 15点

地域連携活動 0点 10点 点

経営改善計画 0点 ⁻50点

0点 10点

（Ⅶ）利用者の知識・能力向上

　　　　　就業規則等で定めている

④販路拡大の商談会等への参加

⑤職員の人事評価制度

　　　 いずれか一方のみの取組を行っている

0

（Ⅲ）多様な働き方（※）
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官
公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その
結果をインターネット等により公表している

　　　１回以上の場合

①90点 ②80点 ③65点 ④55 点 ⑤40点 ⑥30点 ⑦20点 ⑧5点

（Ⅱ）生産活動 　　　人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する
　　　制度を設け、全ての職員に周知している

①過去３年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用
者に支払う賃金の総額以上 ⑥ピアサポーターの配置

／２００点

利用者の知
識・能力向上

-50

　　　　　就業規則等で定めている

　　　　　就業規則等で定めている

小計（注1）

項目

0

　　　　　就業規則等で定めている

　　　　　就業規則等で定めている

前年度において、就労継続支援Ａ型事業所等が利用者の知識
及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内
容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他
の方法により公表している。

　

（Ⅵ）経営改善計画

経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善
計画の提出を求められているが、指定された期日までに提出
している。

　 -50

　　　　　就業規則等で定めている

⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度

⑧傷病休暇等の取得に関する事項

①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度

②利用者を職員として登用する制度

　　　　　就業規則等で定めている

④フレックスタイム制に係る労働条件

　　　　　就業規則等で定めている

⑤過去３年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の
各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利
用者に支払う賃金の総額未満

　　　都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた
　　　規格その他これに準ずるものの認証を受けている

0

⑥過去３年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用
者に支払う賃金の総額未満

　
小計（注2）

①60点 ②50点 ③40点 ④20点 ⑤－10点 ⑥－20点 （Ⅴ）地域連携活動

⑧1日の平均労働時間が２時間未満

⑦1日の平均労働時間が２時間以上３時間未満

（Ⅰ）労働時間 （Ⅳ）　支援力向上（※）

①1日の平均労働時間が７時間以上

FALSE

0

②1日の平均労働時間が６時間以上７時間未満 　　　参加した職員が１人以上参加している

③1日の平均労働時間が５時間以上６時間未満

④1日の平均労働時間が４時間30分以上５時間未満

　

FALSE

③過去３年の生産活動収支のうち前年度における生産活
動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上

　
　　　過去３年以内の福祉サービス第三者評価を
　　　受審しており、結果を公表している。

②過去３年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の
各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利
用者に支払う賃金の総額以上

　 　　　ピアサポーターを職員として配置している

④過去３年の生産活動収支のうち前々年度における生産
活動収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総額以
上

⑦第三者評価

⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等

⑥1日の平均労働時間が３時間以上４時間未満

住　所 管理者名

①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会

②研修、学会等又は学会誌等において発表

③視察・実習の実施又は受け入れ

電話番号 対象年度

⑤1日の平均労働時間が４時間以上４時間30分未満

　　　１回以上の場合

様式２－１

就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（全体）

事業所名 事業所番号



前年度（　　　年度）

時間 人 時間

　 会計期間（　　月～　　月）

前々々年度（　　　年度）

円 円 円

前々年度（　　　年度）

円 円 円
前年度　（　　　年度）

円 円 円

前年度（　年度）における取組（全体表「（Ⅲ）多様な働き方」の各項目において「就業規則等で定めている」と選択した場合に記載）

◎免許・資格取得、検定の受検勧奨 ◎利用者を職員として登用する制度を 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律
に関する制度を定めている 定めている に関する制度を定めている

◎フレックスタイム制に係る労働条件を ◎短時間勤務に係る労働条件を ◎時差出勤制度に係る労働条件を
定めている 定めている 定めている

◎有給休暇の時間単位取得または、計画的付与制度 ◎傷病休暇等の取得に関する事項を
を定めている 定めている

前年度（　年度）における取組（全体表「（Ⅳ）支援力向上」の各項目に取組あり選択とした場合に記載）

◎研修計画を策定している ◎研修、学会等又は学会誌等において ◎先進的事業者の視察・実習の実施している

◎外部研修、もしくは内部研修を 　１回以上発表している もしくは、他の事業所の視察・実習を受け入れている

１回以上実施している。 ※研修、学会等名 ※先進的事業者名
　  実施日 月 日  実施日/ 参加者数 月 日 人

※研修名 ※学会誌等名 ※他の事業所名
  研修講師  掲載日 月 日  実施日/ 参加者数 月 日 人

  実施日・受講者数 月 日 人  発表テーマ

◎販路拡大の商談会や展示会等へ１回以上 ◎職員の人事評価制度を整備している ◎ピアサポーターを配置している

参加している。 　 　 ◎当該人事評価制度を周知している ◎当該ピアサポーターは「障害者ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ研修」

※商談会等名 人事評価制度の制定日 年 月 日 　を受講している
 主催者名 人事評価制度の対象職員数 名 ※配置期間　　月　日～　月　日
 日時 月 日 うち昇給・昇格を行った者 名  就業時間
 内容 当該人事評価制度の周知方法  職務内容

◎前年度末日から過去３年以内に ◎ＩＳＯが制定したマネジメント
　福祉サービス第三者評価を受けている 　規格等の認証等を受けている

※評価を受けた日 月 日 　 ※認証を受けた日 月 日 　
 第三者評価機関  規格等の内容

◎指定権者である都道府県（指定都市・中核市）へ、
　経営改善計画書へ提出した。

※受理日 年 月 日 　

各項目について適宜、実績がわかる情報を追加すること。

様式２－２

就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（実績Ⅰ～Ⅳ、Ⅵ）

（Ⅰ）労働時間

雇用契約を締結していた全て
の利用者における延べ労働時
間

雇用契約を締結していた
延べ利用者数

利用者の１日の
平均労働時間数

（Ⅱ）生産活動

生産活動収入から経
費を除いた額

利用者に支払った賃
金総額

収支

収支

（Ⅲ）多様な働き方

①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度 ②利用者を職員として登用する制度 ③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

生産活動収入から経
費を除いた額

利用者に支払った賃
金総額

生産活動収入から経
費を除いた額

利用者に支払った賃
金総額

収支

⑥時差出勤制度に係る労働条件

⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度 ⑧傷病休暇等の取得に関する事項

（Ⅵ）　経営改善計画

①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会 ②研修、学会等又は学会誌等において発表 ③視察・実習の実施又は受け入れ

（Ⅳ）　支援力向上

④フレックスタイム制に係る労働条件 ⑤短時間勤務に係る労働条件

④販路拡大の商談会等への参加 ⑤職員の人事評価制度 ⑥ピアサポーターの配置

⑦第三者評価 ⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等



年 月 日

＜活動内容＞ ＜活動の様子＞

活動場所 活動の様子の写真
実施日程 成果物の写真
実施した生産活動・施設外就労の概要 活動内容の追加コメント
利用者数　等

＜目的＞

地域連携活動のねらい
地域にとってのメリット
対象者にとってのメリット

＜成果＞

実施した結果
得られた成果
課題点

連携した結果に対する意見または評価
今後の連携強化に向けた課題

就労継続支援Ａ型事業所における地域連携活動実施状況報告書

地域連携活動の概要

事業所番号

管理者名

対象年度

事業所名

住　所

連携先企業名 担当者名

電話番号

連携先の企業等の意見または評価

様式１



年 月 日

＜活動内容＞ ＜活動の様子＞

活動場所 活動の様子の写真
実施日程 成果物の写真
実施した利用者の知識・能力向上に係る実施の概要 活動内容の追加コメント
利用者数　等

＜目的＞

利用者の知識・能力向上に係る実施のねらい
利用者にとってのメリット

＜成果＞

実施した結果
得られた成果
課題点

連携した結果に対する意見または評価
今後の連携強化に向けた課題

利用者からの意見・評価

参加した利用者からの意見・評価
※　ホームページへの公表に当たっては、利用者の個人名は記載せず、個人が特定されない形で記載すること。
　なお、利用者が記入した書類に関しては、事業所で保管すること。

住　所 管理者名

連携先の企業や事業所等の意見または評価

電話番号 対象年度

利用者の知識・能力向上に係る実施概要

連携先企業（担当者）

就労継続支援Ａ型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書
事業所名 事業所番号

様式２



　年　　月　　日

1 21人以上40人以下 4 81人以上
2 41人以上60人以下 5 20人以下
3 61人以上80人以下

1 4万5千円以上 6 1万5千円以上2万円未満
2 3万5千円以上4万5千円未満 7 1万円以上1万5千円未満
3 3万円以上3万5千円未満 8 1万円未満
4 2万5千円以上3万円未満 9 なし（経過措置対象）
5 2万円以上2万5千円未満

定員区分

サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅰ
）
・
（
Ⅱ
）
・
（
Ⅲ
）

平均工賃
月額区分

前年度の
工賃支払
対象者数

・
支払工賃
額の状況

就労継続支援Ｂ型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

事業所名

１．就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）　　　２．就労継続支援B型サービス費（Ⅱ）　

３．就労継続支援B型サービス費（Ⅲ）　　　４．就労継続支援B型サービス費（Ⅳ）　サービス費区分

５．就労継続支援B型サービス費（Ⅴ）　　　５．就労継続支援B型サービス費（Ⅵ）　

重度障害者支援体制加算
（Ⅰ）を算定している場合

（(D)＋２０００円）
円

円

人

注１　就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）、就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）又は就労継続支援Ｂ型サービス費
（Ⅲ）を算定する場合は、平均工賃月額区分及び前年度の総工賃支給額・年間延べ利用者数、年間開所日数、平均工賃
月額の状況を記載すること。
注２　重度者支援体制加算（Ⅰ）を算定している場合は、平均工賃月額に２千円を加える。
注３　平均工賃月額区分「なし（経過措置対象）」は、指定を受けてから１年間を経過していない事業所が選択
　　する。
注４　又は就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅳ）、就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅴ）又は就労継続支援Ｂ型サービス費
（Ⅵ）を算定する場合は、ピアサポーターの配置の有無を記載すること。なお、ピアサポーターを配置している場合
は、別添「ピアサポーター等の配置に関する届出書」を提出すること。

有　　　　　　　　・　　　　　　　　無
サービス費
（Ⅳ）・（Ⅴ）・

（Ⅵ）

日

人

年間開所月数（C)

平均工賃月額（D）　※A/B/C
※円未満四捨五入 #DIV/0!

12

ピアサポーターの配置

月

円

工賃支払総額（Ａ)

年間延べ利用者数（①)

年間開所日数（②)

平均利用者数（B)（①/②）
※小数点第２位以下切り上げ #DIV/0!



　　年　　月　　日

事業所・施設の名称

サービス費区分

職種 氏名
研修の実施主体

及び委託先等の名

職種 氏名
研修の実施主体

及び委託先等の名

別　添

ピアサポーター等の配置に関する届出書

　１．就労継続支援B型サービス費（Ⅳ）　　　２．就労継続支援B型サービス費
（Ⅴ）
　３．就労継続支援B型サービス費（Ⅵ）

２　障害者ピアサ
ポート研修（これ
に準ずる研修を含
む）を修了した職

員

＜障害者又は障害者であった者＞

修了した研修の名称

＜その他の職員＞

修了した研修の名称

備考１　「サービス費区分」欄については、該当する番号に○を付してください。
　　２　研修を修了した職員は、＜障害者又は障害者であった者＞及び＜その他の職員＞をそれぞれ配置する
　　　こと。ただし、令和６年３月31日までは＜その他の職員＞が配置されていなくても算定可能。
　　３　＜障害者又は障害者であった者＞の職種は、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員その他の
　　　利用者とともに就労や生産活動に参加する者であること。
　　　　＜その他の職員＞の職種の限定はないが、ピアサポーターの活用について十分に知悉しており、就労
　　　継続支援Ｂ型事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
　　４　修了した研修の名称欄は「地域生活支援事業の障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修」等
　　　と具体的に記載。
　　５　受講した研修の実施要綱、カリキュラム及び研修を修了したことを証明する書類等を添付すること。



　　年　　月　　日

1 就労定着率が９割５分以上
2 就労定着率が９割以上９割５分未満
3 就労定着率が８割以上９割未満
4 就労定着率が７割以上８割未満
5 就労定着率が５割以上７割未満
6 就労定着率が３割以上５割未満
7 就労定着率が３割未満

新規指定の場合（※起算日は指定を受ける前月末日）

就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

事業所名

就
労
定
着
率
区
分

就
労
定
着
率
区
分
の
状
況

① 過去３年間における就労定着支援の総利用者数 ②　①のうち前年度末時点の就労継続者数

人 人

就労定着率
（②÷①）

％

過去２年間就職者数 人 人

過去３年間就職者数 人
就労定着率
（④÷③）

合計（③） 人

過去１年間就職者数

％

人
指定を受ける前月末日の

就労継続者数（④）



注　就労継続者の状況は、別添１「就労継続者の状況（就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出
　書）」又は別添２「就労継続者の状況（就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）（新規指
　定の場合）」を提出すること。



【過去３年間における就労定着支援の利用者数】
前年度末時点の

継続状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

氏名 就職日（年月日） 就職先事業所名

別　添　１ 　　　　年　　　月　　　日

就労継続者の状況
（就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）

前年度末における
就労継続者数

就労定着支援の利
用開始日（年月

注１　前年度末時点の継続状況には、就労が継続している場合には「継続」、離職している場合には「離職」と記入。
注２　行が足りない場合は適宜追加して記入。



【過去３年間における一般就労への移行者数】

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

別　添　２ 　　　　年　　　月　　　日

就労継続者の状況
（就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書）

（新規指定の場合）
指定を受ける
前月末日の

就労継続者数

氏名 就職日（年月日） 就職先事業所名
指定を受ける

前月末日の継続状況

注１　指定を受ける前月末日時点の継続状況には、就労が継続している場合には「継続」、離職している場合には「離
　　職」と記入。
注２　行が足りない場合は適宜追加して記入。


